
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八 幡 西 警 察 署 

交通課からのお知らせ 

全国的に高額な賠償が想定される「自転車」対

「歩行者」事故が発生しています。 

今回は、自転車の安全利用に係るリーフレット 

「アトノマツリ」～甘くみないで、自転車事故～ 

を紹介します。 

・・・ 福岡県の状況 ・・・ 

・ 令和元年中の自転車関連事故は、約４，０００件 

発生しています。 

・ 県自転車条例が改正され、「自転車利用者の損

害賠償保険への加入が義務化」されています。 

【高額賠償事例①】 

坂道を高速で走行し、歩行者と正面衝突。歩行者が

頭蓋骨骨折等で意識不明の重体 

⇒ 損害賠償額 ９，５２１万円 

【高額賠償事例②】 

ペットボトルを片手に坂道を高速で走行し、横断歩

道を横断中の歩行者と衝突。歩行者が脳挫傷で死亡 

⇒ 損害賠償額 ６，７７９万円 

自転車は「車両」として、ルール・マナーを遵守！ 
 

警察署ホームページに資料を掲載していますので参考にしてください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


